
第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

有限会社五ヶ所湾ボートサービス

令和8年1月8日

三重県渡会郡南伊勢町五ヶ所浦２５８１

寺田　順

五ヶ所湾
航路の起点、寄港地
及び終点又は航行す
る 水 域

係留施設の名称及び
位 置

三重外湾漁協五ヶ所桟橋
三重県南伊勢町五ヶ所浦

伊勢志摩マリーナ
三重県南伊勢町船越3113

三重外湾漁協宿田曽水産市場桟橋
三重県南伊勢町宿浦

三重外湾漁協相賀浦岸壁
三重県南伊勢町相賀浦
三重外湾漁協磯浦岸壁
三重県南伊勢町磯浦

三重外湾漁協迫間浦岸壁
三重県南伊勢町迫間浦

住 所

代 表 者 の 氏 名
（ 法 人 の 場 合 ）

氏 名 又 は 名 称

一 般 不 定 期 航 路 事 業 者 登 録 簿

東海一不第50号登 録 番 号

登 録 年 月 日



第八号様式　〔第23条の６、第23条の10関係〕

使用する船舶に関する
事項

第 二 じ ゅ ん 栄 丸 3.6 243-37489


